
 

 

 

 

 

 

 

 

大宮地本は２０２３年１２月８日大宮支社に申１１

号「２０１８年以降、繰り返される不当労働行為に対

する労使議論を無視し、社員の希望を巧みに利用し

た脱退策動や悪質な喧伝を行う管理者に対し厳正

な処分と大宮支社の異常な企業体質の是正を求め

る」申し入れを行いました。これは、各地方では秋の

面談などで不当労働行為と捉えられかねない事象

が発生しており、大宮地本管内でも実態調査を行な

ったところ、運輸職場を中心に不当労働行為と捉え

られかねない事象が発覚しました。 

この間職場では、懲罰的日勤教育におけるパワハ

ラ行為で仲間が医療保護入院に追いやられ、現在も

病気休暇を余儀なくされています。またジョブロー

テーションでは本人のキャリアプランを無視するか

のような通り一辺倒なコミュニケーションが図られ

「納得感ゼロ異動」が横行しています。そのような中

でも、収入確保のためにコスト削減を始めとした弛

まぬ努力の結果、２０２３年度３月期の決算は黒字を

確保し、２０２４年３月期第二四半期決算まで順調に

収入を確保してきています。しかしこのような職場

からの努力をあざ笑うかのような年末手当の低額

回答は、働く人たちを大切にしない経営姿勢を表し

ており、この姿勢を放置しておくと、何れ大きな事故

を起こし、JR 東日本の世の中からの信頼は大きく

失墜し、会社存続の危機に瀕する恐れがあります。

私たちはこの危機感のもと、以下の項目を申し入れ、

労使議論を行います！ 

 

 

 

１．小金井運転区において、組合員と一部管理者とのコミュニケーションの場で行われた、不当労働行為と捉え
られかねない事象を具体的に明らかにすること。 

 
２．小金井運転区において、不当労働行為と捉えられかねない事象を発生させた一部管理者の行為は、この間の

労使確認を無視した悪質極まりない行為であり、社会的責任を負わざるを得ない事象であることから「管
理者の皆さんへ」の趣旨に則り、厳正に対処すること。 

 
３．これまでも不当労働行為と捉えられかねない事象が再三発生し、その都度、労使議論を行い、認識を合わせ

てきたが、再度発生したことについて、大宮支社の見解を明らかにすること。また、二度と発生させない
ための抜本的な対策を講じること。 

 


